
議
案
第
九
十
九
号 

 

宇
部
市
体
育
施
設
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
体
育
施
設
条
例
（
平
成
十
七
年
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
五
年
十
二
月
六
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 

  

第

二

条

第

二

項

の

表

中 

「 

補
助
競
技
場 

宇
部
市
恩
田
町
四
丁
目
一
番 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」 

「 

多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド 

宇
部
市
恩
田
町
四
丁
目
一
番 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

別
表
五
の
表
恩
田
運
動
公
園
の
部
野
球
場
の
項
中 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

一
、
八
〇
〇
円

二
、
六
〇
〇
円

九
〇
〇
円

一
、
三
〇
〇
円

九
〇
〇
円

一
、
三
〇
〇
円

一
〇
、
八
〇
〇
円

を 

一
五
、
六
〇
〇
円

に
、 

一
八
、
〇
〇
〇
円

二
六
、
〇
〇
〇
円

九
、
〇
〇
〇
円

一
三
、
〇
〇
〇
円

二
、
七
〇
〇
円

三
、
九
〇
〇
円

五
四
、
〇
〇
〇
円

七
八
、
〇
〇
〇
円

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

「 

一
式
一
日
に
つ
き 

二
、
四
〇
〇
円

二
、
四
〇
〇
円  

 

を 

二
、
四
〇
〇
円

二
、
四
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 

を  に
改
め
る
。 

2
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「 

一
式
一
日
に
つ
き 

二
、
四
〇
〇
円

二
、
四
〇
〇
円  

 

に
改
め
、
同
部
補
助
競
技
場 

一
時
間
に
つ
き 

八
〇
〇
円

八
〇
〇
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

の
項
を
削
り
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

多
目

的
グ

ラ
ウ

ン
ド 

区
分 

単
位 

入
場
料
、
会

費
等
を
徴
収

し
な
い
場
合 

全
面 

一
般
（
大
学
生
及
び
高
等

専
門
学
校
生
を
含
む
。
） 

午
前
八

時
か
ら

午
後
九

時
ま
で

一
時
間

に
つ
き 

一
、
七
〇
〇
円

高
校
生
以
下 

八
五
〇
円

サ
ッ
カ
ー
コ

ー
ト
一
面 

一
般
（
大
学
生
及
び
高
等

専
門
学
校
生
を
含
む
。
） 

一
、
二
〇
〇
円

高
校
生
以
下 

六
〇
〇
円

フ
ッ
ト
サ
ル

コ
ー
ト
一
面 

一
般
（
大
学
生
及
び
高
等

専
門
学
校
生
を
含
む
。
） 

四
〇
〇
円

高
校
生
以
下 

二
〇
〇
円

入
場
料
、
会

費
等
を
徴
収

す
る
場
合 

全
面 

一
般
（
大
学
生
及
び
高
等

専
門
学
校
生
を
含
む
。
） 
八
、
五
〇
〇
円

高
校
生
以
下 
四
、
二
五
〇
円

サ
ッ
カ
ー
コ

ー
ト
一
面 

一
般
（
大
学
生
及
び
高
等

専
門
学
校
生
を
含
む
。
） 

六
、
〇
〇
〇
円

高
校
生
以
下 

三
、
〇
〇
〇
円

フ
ッ
ト
サ
ル

コ
ー
ト
一
面 

一
般
（
大
学
生
及
び
高
等

専
門
学
校
生
を
含
む
。
） 

二
、
〇
〇
〇
円

高
校
生
以
下 

一
、
〇
〇
〇
円

備
考 一 

土
曜
日
、
日
曜
日
、
休
日
又
は
開
場
日
以
外
の
日
に
利
用
す
る
と
き
の
利
用

料
金
の
額
は
、
所
定
の
額
の
二
割
増
し
の
額
と
す
る
。 

二 

開
場
時
間
を
超
え
て
利
用
の
許
可
を
受
け
た
と
き
の
一
時
間
当
た
り
の
利

用
料
金
の
額
は
、
所
定
の
額
の
二
割
増
し
の
額
と
す
る
。 

附
属
設
備
を
利
用
す
る
場
合 

 
 

 

 

3
0



 

種
別 

区
分 

単
位 

 

夜
間
照
明
設

備 

全
面 

一
時
間
に
つ
き 

二
、
〇
〇
〇
円

 

サ
ッ
カ
ー
コ
ー
ト
一
面 

一
、
〇
〇
〇
円

 

フ
ッ
ト
サ
ル
コ
ー
ト
一
面 

六
〇
〇
円

 

野
球
関
係
器

具 
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ゲ
ー
ジ 

一
台
一
日
に
つ

き 

八
〇
〇
円

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
市
規
則
で
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
宇
部
市
体
育
施
設
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
利
用
に
係
る

利
用
料
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
利
用
に
係
る
利
用
料
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。 

「
説
明
」 

 

恩
田
ス
ポ
ー
ツ
パ
ー
ク
整
備
事
業
の
実
施
に
よ
る
恩
田
運
動
公
園
の
体
育
施
設
の
廃
止
、
改
修

及
び
新
設
に
伴
い
、
利
用
料
金
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

3
1



 

（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
名
称
及
び
位
置
） 

（
名
称
及
び
位
置
） 

第
二
条 

第
二
条 

２ 

２ 

名
称 

位
置 

恩
田
運

動
公
園 

 
 

 
 

 
 

補
助
競
技

場 
 

 
 

宇
部
市
恩
田
町
四
丁
目
一
番 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
称 

位
置 

恩
田
運

動
公
園 

 
 

 
 

 
 

多
目
的
グ

ラ
ウ
ン
ド 

宇
部
市
恩
田
町
四
丁
目
一
番 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別
表
（
第
九
条
関
係
） 
別
表
（
第
九
条
関
係
） 

五 

五 

都
市

公
園

名 

名
称 

利
用
料
金
の
額 

恩
田

運
動

公
園 

野
球

場 

種
別 

区
分 

単
位  

グ
ラ

ウ
ン

ド 

入
場

料
、

会
費

等
を

徴
収

し
な

い
場

合 

ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ
又

は
非

営
利

目
的

で
利

用
す

る
場

合 

一
般 

午
前

八
時

か
ら

午
後

九
時

ま
で

一
時

間
に

つ
き 

一
、

八
〇

〇
円 

大
学

生
及

び
高

等
専

門
学

校
生 

九
〇

〇
円 

 
 

 

高
校

生
以

下 

 

九
〇

〇
円 

 
 

 
 

プ
ロ
ス
ポ

ー
ツ
又
は

営
利
目
的

で
利
用
す

る
場
合 

 

一
〇

、
八

〇
〇

円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

都
市

公
園

名 

名
称 

利
用
料
金
の
額 

恩
田

運
動

公
園 

野
球

場 

種
別 

区
分 

単
位  

グ
ラ

ウ
ン

ド 

入
場

料
、

会
費

等
を

徴
収

し
な

い
場

合 

ア
マ

チ
ュ

ア
ス

ポ
ー

ツ
又

は
非

営
利

目
的

で
利

用
す

る
場

合 

一
般 

午
前

八
時

か
ら

午
後

九
時

ま
で

一
時

間
に

つ
き 

二
、

六
〇

〇
円 

大
学

生
及

び
高

等
専

門
学

校
生 

一
、

三
〇

〇
円 

 
 

 

高
校

生
以

下 

 

一
、

三
〇

〇
円 

 
 

 
 

プ
ロ
ス
ポ

ー
ツ
又
は

営
利
目
的

で
利
用
す

る
場
合 

 

一
五

、
六

〇
〇

円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
2



 

 
 

 

入
場

料
、

会
費

等
を

徴
収

す
る

場
合 

ア
マ

チ
ュ

ア
ス 

ポ
ー

ツ
又

は
非

営
利

目
的

で
利

用
す

る
場

合 

一
般  

一
八

、
〇

〇
〇

円 

 
 

 

大
学

生
及

び
高

等
専

門
学

校
生  

九
、

〇
〇

〇
円 

 
 

 
 

高
校

生
以

下 

 
二
、

七
〇

〇
円 

 
 

 
 

  

プ
ロ
ス
ポ

ー
ツ
又
は

営
利
目
的

で
利
用
す

る
場
合 

 

五
四

、
〇

〇
〇

円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

附
属
設
備
を
利
用
す
る
場
合 

 
 

種
別 

区
分 

単
位 

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
又
は
非

営
利
目
的

で
利
用
す

る
場
合 

プ
ロ

ス
ポ

ー
ツ

又
は

営
利

目
的

で
利

用
す

る
場

合 

 
 

一
般 

大
学

生
以

下 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上
記

の
額

に
一

〇
〇

分
の

五
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

放
送
設
備 

一
式

一
日

に
つ 

二
、

四
〇

〇
円 

二
、

四
〇

〇
円 

 
 

 

入
場

料
、

会
費

等
を

徴
収

す
る

場
合 

ア
マ

チ
ュ

ア
ス 

ポ
ー

ツ
又

は
非

営
利

目
的

で
利

用
す

る
場

合 

一
般  

二
六

、
〇

〇
〇

円 

 
 

 

大
学

生
及

び
高

等
専

門
学

校
生  

一
三

、
〇

〇
〇

円 

 
 

 
 

高
校

生
以

下 

 

三
、

九
〇

〇
円 

 
 

 
 

  

プ
ロ
ス
ポ

ー
ツ
又
は

営
利
目
的

で
利
用
す

る
場
合 

 

七
八

、
〇

〇
〇

円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

附
属
設
備
を
利
用
す
る
場
合 

 
 

種
別 

区
分 

単
位 

ア
マ
チ
ュ

ア
ス
ポ
ー

ツ
又
は
非

営
利
目
的

で
利
用
す

る
場
合 

プ
ロ

ス
ポ

ー
ツ

又
は

営
利

目
的

で
利

用
す

る
場

合 

 
 

一
般 

大
学

生
以

下 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上
記

の
額

に
一

〇
〇

分
の

五
〇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

放
送
設
備 

一
式

一
日

に
つ 

二
、

四
〇

〇
円 

二
、

四
〇

〇
円 

3
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き 
 

 

〇
を 

 
 

野
球

関
係

設
備

・
器

具 

ス
コ

ア
ボ

ー
ド  

二
、

四
〇

〇
円 

二
、

四
〇

〇
円 

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

補
助

競
技

場 

種
別 

単
位 

 

 

全
面 

午
前
八
時

か
ら
午
後

九
時
ま
で

一
時
間
に

つ
き 

二
四
〇

円 

 

半
面 

一
二
〇

円 

 
 

三
分
の
一
面 

八
〇
円 

 
 

備
考 

 
 

一 

土
曜
日
、
日
曜
日
、
休
日
又

は
開
場
日
以
外
の
日
に
利
用
す

る
と
き
の
利
用
料
金
の
額
は
、

所
定
の
額
の
二
割
増
し
の
額
と

す
る
。 

二 

開
場
時
間
を
超
え
て
利
用
の

許
可
を
受
け
た
と
き
の
一
時
間

当
た
り
の
利
用
料
金
の
額
は
、

所
定
の
額
の
二
割
増
し
の
額
と

す
る
。 

 
 

附
属
設
備
を
利
用
す
る
場
合 

 
 

種
別 

単
位 

 
 

 
 

夜
間
照
明
設
備 

全
面
一

時
間
に

つ
き 

一
、
六

〇
〇
円 

 
 

 

半
面
一

時
間
に

つ
き 

八
〇
〇

円 

 

多
目 

区
分 

単
位  

 

的
グ

ラ
ウ

ン
ド 

入
場

料
、

会
費 

全
面 

一
般
（
大

学
生
及
び

高
等
専
門 

午
前

八
時

か
ら 

二
、

三
〇

〇
円 

 
 

 

き 
 

 

〇
を 

 
 

野
球

関
係

設
備

・
器

具 

ス
コ

ア
ボ

ー
ド 

一
時

間
に

つ
き 

八
〇

〇
円 

八
〇

〇
円 

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

補
助

競
技

場 

種
別 

単
位 

 

 

全
面 

午
前
八
時

か
ら
午
後

九
時
ま
で

一
時
間
に

つ
き 

二
四
〇円

 

半
面 

一
二
〇円

 
 

三
分
の
一
面 

八
〇
円

 
 

備
考 一 

土
曜
日
、
日
曜
日
、
休
日
又

は
開
場
日
以
外
の
日
に
利
用
す

る
と
き
の
利
用
料
金
の
額
は
、

所
定
の
額
の
二
割
増
し
の
額
と 

す
る
。 

二 

開
場
時
間
を
超
え
て
利
用
の

許
可
を
受
け
た
と
き
の
一
時
間

当
た
り
の
利
用
料
金
の
額
は
、

所
定
の
額
の
二
割
増
し
の
額
と

す
る
。 

 
 

附
属
設
備
を
利
用
す
る
場
合 

 
 

種
別 

単
位 

 
 

 
 

夜
間
照
明
設
備 

全
面
一

時
間
に

つ
き 

一
、

六
〇

〇
円 

 
 

 

半
面
一

時
間
に

つ
き 

八
〇

〇
円 

 

多
目 

区
分 

単
位  

 

的
グ

ラ
ウ

ン
ド 

入
場

料
、

会
費 

全
面 

一
般
（
大

学
生
及
び

高
等
専
門 

午
前

八
時

か
ら 

一
、

七
〇

〇
円 

3
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等
を

徴
収  

学
校
生
を

含
む
。
） 

午
後

九
時  

 
 

し
な  

高
校
生
以

下 

ま
で 

八
五

〇
円 

 
 

い
場

合 

 

一
時

間
に

つ
き 

 
サ
ッ

カ
ー

コ
ー

ト
一

面 

一
般
（
大

学
生
及
び

高
等
専
門

学
校
生
を

含
む
。
） 

一
、

五
〇

〇
円 

 
 

高
校
生
以

下 
七
五

〇
円 

 
 

フ
ッ

ト
サ

ル
コ

ー
ト

一
面 

一
般
（
大

学
生
及
び

高
等
専
門

学
校
生
を

含
む
。
） 

六
四

〇
円 

 
 

 

高
校
生
以

下 

 

三
二

〇
円 

 
 

入
場

料
、

会
費

等
を

徴
収

す
る

場
合 

全
面 

一
般
（
大

学
生
及
び

高
等
専
門

学
校
生
を

含
む
。
） 

 

一
一

、
五

〇
〇

円 

 
 

 

高
校
生
以

下 

 

五
、

七
五

〇
円 

 
 

 

サ
ッ

カ
ー

コ
ー

ト
一

面 

一
般
（
大

学
生
及
び

高
等
専
門

学
校
生
を

含
む
。
） 

 

七
、

五
〇

〇
円 

 
 

 
 

高
校
生
以

下 

 

三
、

七
五

〇
円 

 
 

 

フ
ッ

ト
サ

ル
コ 

一
般
（
大

学
生
及
び

高
等
専
門 

 

三
、

二
〇

〇
円 

 
 

 

ー
ト

学
校
生
を

 
 

 
 

等
を

徴
収  

学
校
生
を

含
む
。
） 

午
後

九
時  

 
 

し
な  

高
校
生
以

下 

ま
で 

八
五

〇
円 

 
 

い
場

合 

 

一
時

間
に

つ
き 

 

サ
ッ

カ
ー

コ
ー

ト
一

面 

一
般
（
大

学
生
及
び

高
等
専
門

学
校
生
を

含
む
。
） 

一
、

二
〇

〇
円 

 
 

高
校
生
以

下 

六
〇

〇
円 

 
 

フ
ッ

ト
サ

ル
コ

ー
ト

一
面 

一
般
（
大

学
生
及
び

高
等
専
門

学
校
生
を

含
む
。
） 

四
〇

〇
円 

 
 

 

高
校
生
以

下 

 

二
〇

〇
円 

 
 

入
場

料
、

会
費

等
を

徴
収

す
る

場
合 

全
面 

一
般
（
大

学
生
及
び

高
等
専
門

学
校
生
を

含
む
。
） 

 

八
、

五
〇

〇
円 

 
 

 

高
校
生
以

下 

 
四
、

二
五

〇
円 

 
 

 

サ
ッ

カ
ー

コ
ー

ト
一

面 

一
般
（
大

学
生
及
び

高
等
専
門

学
校
生
を

含
む
。
） 

 

六
、

〇
〇

〇
円 

 
 

 
 

高
校
生
以

下 

 

三
、

〇
〇

〇
円 

 
 

 

フ
ッ

ト
サ

ル
コ 

一
般
（
大

学
生
及
び

高
等
専
門 

 

二
、

〇
〇

〇
円 

 
 

 

ー
ト

学
校
生
を 

 

3
5



 

一
面 

含
む
。
） 

 
 

 
 

高
校
生
以

下 

 

一
、

六
〇

〇
円 

 
 

備
考 

 
 

 

一 
土
曜
日
、
日
曜
日
、
休
日
又

は
開
場
日
以
外
の
日
に
利
用
す

る
と
き
の
利
用
料
金
の
額
は
、

所
定
の
額
の
二
割
増
し
の
額
と

す
る
。 

 

二 

開
場
時
間
を
超
え
て
利
用
の

許
可
を
受
け
た
と
き
の
一
時
間

当
た
り
の
利
用
料
金
の
額
は
、

所
定
の
額
の
二
割
増
し
の
額
と

す
る
。 

 
 

附
属
設
備
を
利
用
す
る
場
合 

 
 

種
別 

区
分 

単
位  

 
 

夜
間

照
明

設
備 

全
面 

一
時

間
に

つ
き 

二
、
二
八

〇
円 

 
 

サ
ッ
カ
ー
コ

ー
ト
一
面 

一
、
一
四

〇
円 

 
 

フ
ッ
ト
サ
ル

コ
ー
ト
一
面 

六
九
〇
円

 
 

野
球

関
係

設
備

・
器

具 

バ
ッ
テ
ィ
ン

グ
ゲ
ー
ジ 

一
台

一
日

に
つ

き 

八
〇
〇
円

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
面 

含
む
。
） 

 

 
 

 
 

高
校
生
以

下 

 

一
、

〇
〇

〇
円 

 
 

備
考 

 
 

 

一 

土
曜
日
、
日
曜
日
、
休
日
又

は
開
場
日
以
外
の
日
に
利
用
す

る
と
き
の
利
用
料
金
の
額
は
、

所
定
の
額
の
二
割
増
し
の
額
と

す
る
。 

 

二 

開
場
時
間
を
超
え
て
利
用
の

許
可
を
受
け
た
と
き
の
一
時
間

当
た
り
の
利
用
料
金
の
額
は
、

所
定
の
額
の
二
割
増
し
の
額
と

す
る
。 

 
 

附
属
設
備
を
利
用
す
る
場
合 

 
 

種
別 

区
分 

単
位 

 

 
 

夜
間
照

明
設
備 

全
面 

一
時
間

に
つ
き 

二
、
〇

〇
〇
円

 
 

サ
ッ
カ

ー
コ
ー

ト
一
面 

一
、
〇

〇
〇
円

 
 

フ
ッ
ト

サ
ル
コ

ー
ト
一

面 

六
〇
〇

円 

 
 

野
球
関

係
器
具 

バ
ッ
テ

ィ
ン
グ

ゲ
ー
ジ 

一
台
一

日
に
つ

き 

八
〇
〇

円 
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議案９９号 宇部市体育施設条例中一部改正の件
改修前

補助競技場

多目的グラウンド

多目的グラウンド
整備イメージ

恩田スポーツパーク整備事業

1令和５年１２月議会 文教民生委員会



議案９９号 宇部市体育施設条例中一部改正の件

野球場使用料単価（１時間あたり）

平日 2,600円

休日 3,120円（平日単価×1.2)

種別 区分 現行料金（条例） 新野球場

グラウンド

入場料、会費等を
徴収しない場合

一般 1,800円 2,600円

大学生及び高等専門学校生 900円 1,300円

高校生以下 900円 1,300円

プロスポーツ又は営利目的で
利用する場合 10,800円 15,600円

入場料、会費等を
徴収する場合

一般 18,000円 26,000円

大学生及び高等専門学校生 9,000円 13,000円

高校生以下 2,700円 3,900円

プロスポーツ又は営利目的で
利用する場合 54,000円 78,000円

利用料金（案） 整備イメージ

2令和５年１２月議会 文教民生委員会



種別 区分 現行料金（条例） 新野球場

スコアボー
ド
（1時間）

アマチュアスポーツ又
は非営利目的で利用す
る場合

一般 -円 800円

大学生以下 -円 800円

プロスポーツ又は営利目的で
利用する場合 -円 4,000円

スコアボー
ド
（１日）

アマチュアスポーツ又
は非営利目的で利用す
る場合

一般 2,400円 4,800円

大学生以下 2,400円 4,800円

プロスポーツ又は営利目的で
利用する場合 12,000円 24,000円

議案９９号 宇部市体育施設条例中一部改正の件

野球場スコアボード 使用料単価

【1時間あたり】
アマチュアスポーツ 800円
プロスポーツ 4,000円
（アマチュアの5倍）

【1日あたり】
アマチュアスポーツ 4,800円
プロスポーツ 24,000円
（アマチュアの5倍）

利用料金（案）

3令和５年１２月議会 文教民生委員会



利用料金（案）

議案９９号 宇部市体育施設条例中一部改正の件

多目的グラウンド 使用料単価

平日 1,700円

休日 2,040円（平日単価×1.2)

種別 区分 多目的G

多目的グラウ
ンド

入場料、
会費等を
徴収しない場合

全面 一般(大学生及び高等専門学校
生を含む。) 1,700円

高校生以下 850円
サッカーコート一面 一般(大学生及び高等専門学校

生を含む。) 1,200円

高校生以下 600円
フットサルコート一面 一般(大学生及び高等専門学校

生を含む。) 400円

高校生以下 200円
入場料、
会費等を
徴収する場合

全面 一般(大学生及び高等専門学校
生を含む。) 8,500円

高校生以下 4,250円

サッカーコート一面 一般(大学生及び高等専門学校
生を含む。) 6,000円

高校生以下 3,000円

フットサルコート一面 一般(大学生及び高等専門学校
生を含む。) 2,000円

高校生以下 1,000円

種別 区分 利用料金

補助競技場

全面 240円

半面 120円
三分の一 80円

夜間照明設備 全面 1,600円
半面 800円

参考：補助競技場

種別 区分 単位 多目的G（照明）

夜間照明設備

全面

一時間につ
き

2,000円

サッカーコート一面 1,000円

フットサルコート一面 600円

野球関係器具 バッティングゲージ
一台一日に
つき

800円

多目的グラウンド照明設備等 使用料単価

2,000円

4令和５年１２月議会 文教民生委員会



議案第１０３号 

 

宇部市体育施設（宇部市楠若者センターほか３施設）に係る指定    

管理者の指定の件 

 

下記のとおり宇部市体育施設（宇部市楠若者センターほか３施設）の指定管理者

を指定することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第６項の規定により、市議会の議決を求める。 

  令和５年１２月６日提出 

 

宇部市長  篠 﨑  圭 二 

 

 

記 

１ 施設の名称及び位置 
 

名         称  位         置  

宇部市楠若者センター 宇部市大字西万倉字口ノ坪１５１８番地５  

宇部市楠体育広場  宇部市大字西万倉字口ノ坪１５１６番１  

宇部市楠西山運動広場  宇部市大字船木字西田４６１３番７  

宇部市楠テニスコート  宇部市大字東万倉字田ノ畔１７７番  

２ 指定管理者の候補者 

  宇部市大字西万倉１５１８番地５ 

  特定非営利活動法人コミュニティスポーツくすのき 

   会長  佐 々 木  宏  志  

３ 指定する期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

47



  

48



議案１０３号 宇部市体育施設（宇部市楠若者センターほか３施設）に係る指定管理者の指定の件

2.施設位置図

楠若者センター

楠体育広場

楠テニスコート
楠西山運動広場

1.施設名称

・宇部市楠若者センター （宇部市大字西万倉字口ノ坪１５１８番地５）
・宇部市楠体育広場 （宇部市大字西万倉字口ノ坪１５１６番１）
・宇部市楠西山運動広場 （宇部市大字船木字西田４６１３番７）
・宇部市楠テニスコート （宇部市大字東万倉字田ノ畔１７７番）

令和５年１２月議会 文教民生委員会資料



議案１０３号 宇部市体育施設（宇部市楠若者センターほか３施設）に係る指定管理者の指定の件

令和５年１２月議会 文教民生委員会資料

内容 期日

申請要項の配布 令和5年9月1日（金）

申請書の提出期限 令和5年10月4日（水）

指定管理候補者選定委員会 令和5年10月27日（金）

指定管理候補者の選定通知 令和5年10月31日（火）

審査基準 配 点 候補者

１ 市民の平等な利用を確保することができるものであること。 15 11

２ 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。 25 18

３ 事業計画書の内容が、施設の管理に係る経費の削減を図るものであること。 25 10

４ 事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。 25 17

５ その他施設の設置目的を達成するために必要な事項 10 5

計 100 61

６ 外部評価委員会による宇部市体育施設（楠地域）の管理運営の実績評価 1

合 計 100 62

・団 体 名 特定非営利活動法人コミュニティスポーツくすのき
・代表者名 会長 佐々木 宏志
・主たる事業所の所在地 宇部市大字西万倉字口ノ坪１５１８番地５

4.指定管理候補者選定の経緯

3.指定管理候補者

5.審査基準、配点及び審査結果

※評価項目の６は、現在の指定管理者である団体が応募した場合に当該団体の採点上追加されるもの。



議案第１０４号 

 

宇部市渡辺翁記念会館に係る指定管理者の指定の件 

 

下記のとおり宇部市渡辺翁記念会館の指定管理者を指定することについて、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、市議会の

議決を求める。 

  令和５年１２月６日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

 

記 

１ 施設の名称及び位置 
 

名         称  位         置  

宇部市渡辺翁記念会館 宇部市朝日町８番１号 

２ 指定管理者の候補者 

  宇部市朝日町８番１号 

  公益財団法人宇部市文化創造財団 

   理事長  渡   邊  祐  二  

３ 指定する期間 

  令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで 

49



  

50



議案第１０５号 

 

宇部市文化会館に係る指定管理者の指定の件 

 

下記のとおり宇部市文化会館の指定管理者を指定することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、市議会の議決を

求める。 

  令和５年１２月６日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

 

記 

１ 施設の名称及び位置 
 

名         称  位         置  

宇部市文化会館 宇部市朝日町８番１号 

２ 指定管理者の候補者 

  宇部市朝日町８番１号 

  公益財団法人宇部市文化創造財団 

   理事長  渡   邊  祐  二  

３ 指定する期間 

  令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで 

51



  

52



 

 

議案第１０４号  宇部市渡辺翁記念会館に係る指定管理者の指定の件 

議案第１０５号  宇部市文化会館に係る指定管理者の指定の件 

 

１ 選定について 

 宇部市文化会館が改修工事のため令和６年１月から２年程度休館することとなっ

ています。施設の休館という特殊な事情に鑑み、文化会館が休館中の２年間について

は、引き続き、文化振興の推進や両会館の適切な管理・運営を行っている同財団に任

せることが適当であるため、非公募により単独指定としたものです。 

 

２ 指定管理候補者選定の経緯 

内容 期日 

申請書の提出期限 令和 5 年 10 月 18 日（水） 

指定管理候補者選定委員会 令和 5 年 10 月 26 日（木） 

指定管理候補者の選定通知 令和 5 年 11 月 6 日（月） 

 

３ 審査基準、配点及び審査結果 

審査基準 配 点 候補者 

１ 市民の平等な利用を確保することができるものであ

ること。 
10 7.0 

２ 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させ

るものであること。 
30 20.4 

３ 事業計画書の内容が、施設の管理に係る経費の削減を

図るものであること。 
15 8.2 

４ 事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う能力

を有するものであること。 
30 20.0 

５ その他施設の管理運営に必要な事項 15 10.2 

計 100 66.0 

６ ※外部評価委員会による実績評価に基づく加点・減点  0 

合 計  66.0 

   

                                            
※評価項目の６は、現在の指定管理者である団体が応募した場合に当該団体の採点上追加されるもの。  

参考資料 



議案第１０６号 

 

宇部市総合福祉会館に係る指定管理者の指定の件 

 

下記のとおり宇部市総合福祉会館の指定管理者を指定することについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、市議会の議

決を求める。 

  令和５年１２月６日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

 

記 

１ 施設の名称及び位置 
 

名         称  位         置  

宇部市総合福祉会館 宇部市琴芝町二丁目４番２０号 

２ 指定管理者の候補者 

  アジアＪＶ 

  代表者 宇部市鍋倉町５番１５－２号 

      アジア宅建株式会社 

       代表取締役  久  保   逸  記 

      宇部市新町１０番２１号 

      有限会社ジー・ケーサービス 

       代表取締役  河  村   静  子 

宇部市北条一丁目８番２１－１号 

      株式会社アトミテック 

       代表取締役  中  西   康  貴 

３ 指定する期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

53



  

54



議案第１０７号 

 

宇部市多世代ふれあいセンターに係る指定管理者の指定の件 

 

下記のとおり宇部市多世代ふれあいセンターの指定管理者を指定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、

市議会の議決を求める。 

  令和５年１２月６日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

 

記 

１ 施設の名称及び位置 
 

名         称  位         置  

宇部市多世代ふれあいセンター 宇部市琴芝町二丁目４番２５号 

２ 指定管理者の候補者 

  アジアＪＶ 

  代表者 宇部市鍋倉町５番１５－２号 

      アジア宅建株式会社 

       代表取締役  久  保   逸  記 

      宇部市新町１０番２１号 

      有限会社ジー・ケーサービス 

       代表取締役  河  村   静  子 

宇部市北条一丁目８番２１－１号 

      株式会社アトミテック 

       代表取締役  中  西   康  貴 

３ 指定する期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

55



  

56



議案第１０８号 

 

宇部市障害者生活支援センターに係る指定管理者の指定の件 

 

下記のとおり宇部市障害者生活支援センターの指定管理者を指定することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、

市議会の議決を求める。 

  令和５年１２月６日提出 

 

                    宇部市長  篠  﨑 圭 二 

 

 

記 

１ 施設の名称及び位置 
 

名         称  位         置  

宇部市障害者生活支援センター 宇部市鵜の島町５番２１号 

２ 指定管理者の候補者 

  宇部市神原町二丁目１番２２号 

社会福祉法人神原苑 

理事長  濃  川   則  之 

３ 指定する期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

57
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議
案
第
百
十
二
号 

 
宇
部
市
国
民
健
康
保
険
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。 

令
和
五
年
十
二
月
六
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

第
九
条
の
二
中
「
及
び
第
十
七
条
の
五
」
を
「
、
第
十
七
条
の
五
及
び
第
十
七
条
の
六
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
ニ
中
「
及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
」
を
「
、
第
七
十
二
条
の
三
の
二

第
一
項
及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
」
に
、
「
及
び
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付

金
」
を
「
並
び
に
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
十
五
項
」
を
「
第
三
十
五
条

の
二
の
六
第
八
項
又
は
第
十
一
項
」
に
、
「
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
五
項
」
を
「
第
三
十
五

条
の
二
の
六
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
の
六
の
二
中
「
及
び
第
十
七
条
の
五
」
を
「
、
第
十
七
条
の
五
及
び
第
十
七
条
の
六
」

に
改
め
、
同
条
第
二
号
ロ
中
「
及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
」
を
「
、
第
七
十
二
条
の
三

の
二
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
の
七
中
「
第
十
七
条
の
二
」
の
下
に
「
及
び
第
十
七
条
の
六
」
を
加
え
、
同
条
第
二

号
ロ
中
「
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
」
を
加
え

る
。 第

十
六
条
第
一
項
中
「
発
生
し
、
若
し
く
は
」
を
「
発
生
し
、
又
は
」
に
、
「
減
少
し
、
又
は
」

を
「
減
少
し
、
若
し
く
は
」
に
、
「
又
は
第
十
三
条
の
八
の
額
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に

定
め
る
額
若
し
く
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条

第
一
項
各
号
」
を
「
若
し
く
は
第
十
三
条
の
八
の
額
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
（
同
条
第

三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
第
十
三
条
若
し
く
は
第
十
三
条
の
五
の
基
礎
賦

課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
そ
れ
ぞ
れ
十
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条
の

五
第
四
項
第
一
号
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に

1



お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項
各
号
（
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
若
し
く

は
同
条
第
五
項
各
号
（
同
条
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
と
す
る
。
）
又
は
」
を
「
と
す
る
。
）
若
し
く
は
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
第
十
三
条
の
八
の
額
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
定
め
る

額
若
し
く
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項

各
号
」
を
「
若
し
く
は
第
十
三
条
の
八
の
額
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
定
め
る
額
、
第

十
七
条
の
五
第
一
項
に
定
め
る
第
十
三
条
若
し
く
は
第
十
三
条
の
五
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者

均
等
割
の
保
険
料
率
に
そ
れ
ぞ
れ
十
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条
の
五
第
四
項
第
一
号

に
定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項
各
号
に
定
め
る
額
若
し
く
は
同
条
第
五
項
各
号
」
に
、
「
消

滅
し
、
又
は
被
保
険
者
数
が
減
少
し
た
」
を
「
消
滅
し
た
」
に
改
め
る
。 

第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
十
五
項
」
を
「
第

三
十
五
条
の
二
の
六
第
八
項
又
は
第
十
一
項
」
に
、
「
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
五
項
」
を
「
第

三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。 

第
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
四
項
第
一
号
中
「
保
険
料
額
」
を
「
保
険
料
率
」
に
改
め
、
同

条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
出
産
被
保
険
者
の
保
険
料
の
減
額
） 

第
十
七
条
の
六 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
世
帯
に
出
産
被
保
険
者
（
政
令
第
二
十
九
条
の
七
第
五

項
第
八
号
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該

世
帯
の
納
付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
第
十
条
又

は
第
十
三
条
の
二
の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
次
の
各
号
の
合
算
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減

額
し
て
得
た
額
が
六
十
五
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
六
十
五
万
円
）
と
す
る
（
第
五
項
に
掲

げ
る
場
合
を
除
く
）
。 

一 

当
該
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課

額
の
所
得
割
の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
出

産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
（
省
令
第
三
十
二
条
の
十
の
二
で
定
め
る
場
合
に
は
、
出
産

の
日
。
第
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
出
産
予
定
月
」
と
い
う
。
）
の
前
月
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
は
、
三
月
前
）

か
ら
出
産
予
定
月
の
翌
々
月
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
産
前
産
後
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

二 

当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
十
二
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗

じ
て
得
た
額 

２ 

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
決
定
に
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つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
中
「
保
険
料
率
」
と
あ

る
の
は
「
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」

と
、
「
第
十
条
又
は
第
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
の
三
又
は
第
十
三
条
の

六
の
六
」
と
、
「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
二
万
円
」
と
、
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」

と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
出
産
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
出
産

被
保
険
者
（
介
護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
」
と
、
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
条

又
は
第
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
八
」
と
、
「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は

「
十
七
万
円
」
と
、
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
十
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

５ 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
基
準
に
従
い
保
険
料
を
減
額
す
る
も
の

と
し
た
納
付
義
務
者
の
世
帯
に
出
産
被
保
険
者
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
世
帯
の
納
付
義
務

者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
当
該
減
額
後
の
第
十
条
又
は

第
十
三
条
の
二
の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
次
の
各
号
の
合
算
額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額

し
て
得
た
額
が
六
十
五
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
六
十
五
万
円
）
と
す
る
。 

一 

当
該
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課

額
の
所
得
割
の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
出

産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

二 

当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
か
ら
、
当
該
保
険
料
率
に

第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号
イ
に
掲
げ

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
十
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該

出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

６ 

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
決
定
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
中
「
保
険
料
率
」
と
あ

る
の
は
「
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
五
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」

と
、
「
第
十
条
又
は
第
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
の
三
又
は
第
十
三
条
の

六
の
六
」
と
、
「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
二
万
円
」
と
、
第
六
項
中
「
第
十
三
条
」

と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
六
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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８ 

第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金
賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
五
項
中
「
出
産
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
出
産
被
保
険
者
（
介
護
納
付

金
賦
課
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
基
礎
賦
課

額
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
条
又
は
第
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
三
条
の
八
」
と
、
「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
七
万
円
」
と
、
第
六
項
中
「
第

十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
十
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
出
産
被
保
険
者
に
関
す
る
届
出
） 

第
十
七
条
の
七 

出
産
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

世
帯
主
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号 

二 

出
産
被
保
険
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個
人
番
号 

三 

出
産
の
予
定
日 

四 

単
胎
妊
娠
又
は
多
胎
妊
娠
の
別 

２ 

前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

出
産
の
予
定
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

二 

多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

三 

出
産
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
出
産
し
た
被
保
険
者
と

当
該
出
産
に
係
る
子
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
出
産
被
保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
の
六
月
前
か
ら
行
う
こ

と
が
で
き
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
長
が
、
出
産
被
保
険
者
に
つ
い
て
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
項
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
べ
き
事
項
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
出
産
被
保
険
者
の
保
険
料
の
減
額
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
第
十
七
条
の
六
の
規
定
は
、
令
和
五
年
度
分
の
保
険
料
の
う
ち
令
和
六
年
一
月
以

後
の
期
間
に
係
る
も
の
及
び
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和

五
年
度
分
の
保
険
料
の
う
ち
令
和
五
年
十
二
月
以
前
の
期
間
に
係
る
も
の
及
び
令
和
四
年
度
以

前
の
年
度
分
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

「
説
明
」 

 

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
、
地
方
税
法
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
出
産
被
保
険
者
に
係
る
産
前
産
後
期

4



間
の
所
得
割
保
険
料
及
び
被
保
険
者
均
等
割
保
険
料
の
軽
減
そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で

あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
賦
課
総
額
） 

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
賦
課
総
額
） 

第
九
条
の
二 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
一
般
被
保

険
者
（
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職

被
保
険
者
等
（
以
下
「
退
職
被
保
険
者
等
」
と
い

う
。
）
以
外
の
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
係
る
基
礎
賦
課
額
（
第
十
七
条
の
二
及
び
第
十

七
条
の
五 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
規
定
に
よ
り
基
礎

賦
課
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
減
額
す
る
こ
と
と
な
る
額
を
含
む
。
）

の
総
額
（
以
下
「
基
礎
賦
課
総
額
」
と
い
う
。
）

は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
か
ら
第
二
号

に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
と

し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

第
九
条
の
二 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
一
般
被
保

険
者
（
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職

被
保
険
者
等
（
以
下
「
退
職
被
保
険
者
等
」
と
い

う
。
）
以
外
の
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
係
る
基
礎
賦
課
額
（
第
十
七
条
の
二
、
第
十
七

条
の
五
及
び
第
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
基
礎

賦
課
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
減
額
す
る
こ
と
と
な
る
額
を
含
む
。
）

の
総
額
（
以
下
「
基
礎
賦
課
総
額
」
と
い
う
。
）

は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
か
ら
第
二
号

に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
と

し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

二 

二 

ニ 

そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務
の
執
行
に
要
す

る
費
用
を
除
く
。
）
の
た
め
の
収
入
（
法
附

則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第

七
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
及

び
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金 

 

（
退
職
被
保
険
者
等
の
療
養
の
給
付
等
に
要

す
る
費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

の
額 

ニ 

そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務
の
執
行
に
要
す

る
費
用
を
除
く
。
）
の
た
め
の
収
入
（
法
附

則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
、
第
七

十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条

の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
並

び
に
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金

（
退
職
被
保
険
者
等
の
療
養
の
給
付
等
に
要

す
る
費
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

の
額 

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
賦
課
額
の
所
得
割
額

の
算
定
） 

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
賦
課
額
の
所
得
割
額

の
算
定
） 

第
十
一
条 

前
条
の
所
得
割
額
は
、
一
般
被
保
険
者

に
係
る
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に

係
る
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二

十
六
号
）
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の

所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同

法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上

第
十
一
条 

前
条
の
所
得
割
額
は
、
一
般
被
保
険
者

に
係
る
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に

係
る
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二

十
六
号
）
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の

所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
同

法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
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場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附

則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
十
五

項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用

後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五

項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金

額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の

四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一

項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の

三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第

三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控

除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附

則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所

得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第

一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額

を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五

条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る

譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の

三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条

の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条

の
二
の
六
第
十
五
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十

三
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則

第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引

に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五

条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住
者
等

場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附

則
第
三
十
五
条
の
二
の
六
第
八
項
又
は
第
十
一
項

 
 

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用

後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五

項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金

額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る

長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三
十
三
条
の

四
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一

項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の

三
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条

の
二
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
又
は
第

三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控

除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附

則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所

得
の
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
の
四

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
三
第

一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
三
十
六
条
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

の
適
用
に
よ
り
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額

を
控
除
し
た
金
額
）
、
地
方
税
法
附
則
第
三
十
五

条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る

譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の

三
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条

の
二
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条

の
二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十

三
項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附
則

第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引

に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五

条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外
国
居
住
者
等
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の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の

非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二

条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利

子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二

条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等

の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方

税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
四
十
六
号
。
第
十
七
条
の
二
に
お
い
て
「
租

税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の

二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の

額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配

当
等
の
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
合
計
額
か
ら
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総

所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得

と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
計
額

（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い

う
。
）
に
、
第
十
三
条
の
所
得
割
の
保
険
料
率
を

乗
じ
て
算
定
す
る
。 

の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の

非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律

第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二

条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利

子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二

条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
、
租
税
条
約
等

の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方

税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年

法
律
第
四
十
六
号
。
第
十
七
条
の
二
に
お
い
て
「
租

税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の

二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の

額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配

当
等
の
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
合
計
額
か
ら
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総

所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得

と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
計
額

（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い

う
。
）
に
、
第
十
三
条
の
所
得
割
の
保
険
料
率
を

乗
じ
て
算
定
す
る
。 

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
総
額
） 

（
一
般
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
総
額
） 

第
十
三
条
の
六
の
二 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
一

般
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課

額
（
第
十
七
条
の
二
及
び
第
十
七
条
の
五 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

賦
課
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
減
額
す
る
こ
と
に
な
る
額
を
含
む
。
）

の
総
額
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
総

額
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
見

込
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除

し
た
額
を
基
準
と
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
六
の
二 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
一

般
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課

額
（
第
十
七
条
の
二
、
第
十
七
条
の
五
及
び
第
十

七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

賦
課
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
減
額
す
る
こ
と
に
な
る
額
を
含
む
。
）

の
総
額
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
総

額
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
見

込
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
を
控
除

し
た
額
を
基
準
と
し
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

二 

二 

ロ 

そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費

ロ 

そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
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用
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付

に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
た
め
の
収
入

（
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項

及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
規
定
に
よ
る
繰

入
金
を
除
く
。
）
の
額 

用
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付

に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
た
め
の
収
入

（
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項

、
第
七
十
二
条
の
三
の
二
第
一
項
及
び
第
七

十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰

入
金
を
除
く
。
）
の
額 

（
介
護
納
付
金
賦
課
総
額
） 

（
介
護
納
付
金
賦
課
総
額
） 

第
十
三
条
の
七 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
介
護
納

付
金
賦
課
額
（
第
十
七
条
の
二
及
び
第
十
七
条
の

六
の
規
定
に
よ
り
介
護
納
付
金
賦
課
額
を
減
額
す

る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
減
額
す

る
こ
と
に
な
る
額
を
含
む
。
）
の
総
額
（
以
下
「
介

護
納
付
金
賦
課
総
額
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
号

に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額

の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
と
し
て
算
定
し

た
額
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
七 

保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
介
護
納

付
金
賦
課
額
（
第
十
七
条
の
二
及
び
第
十
七
条
の

六
の
規
定
に
よ
り
介
護
納
付
金
賦
課
額
を
減
額
す

る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
減
額
す

る
こ
と
に
な
る
額
を
含
む
。
）
の
総
額
（
以
下
「
介

護
納
付
金
賦
課
総
額
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
号

に
掲
げ
る
額
の
見
込
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額

の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
と
し
て
算
定
し

た
額
と
す
る
。 

二 

二 

ロ 

そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付

に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
た
め
の
収
入

（
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項

及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
繰
入
金
を
除
く
。
）
の
額 

ロ 

そ
の
他
国
民
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費

用
（
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
の
納
付

に
要
す
る
費
用
に
限
る
。
）
の
た
め
の
収
入

（
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
法
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項

及
び
第
七
十
二
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
繰
入
金
を
除
く
。
）
の
額 

（
賦
課
期
日
後
に
お
い
て
納
付
義
務
の
発
生
、
消
滅

又
は
被
保
険
者
数
の
異
動
等
が
あ
つ
た
場
合
） 

（
賦
課
期
日
後
に
お
い
て
納
付
義
務
の
発
生
、
消
滅

又
は
被
保
険
者
数
の
異
動
等
が
あ
つ
た
場
合
） 

第
十
六
条 

保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
納
付
義
務
が

発
生
し
、
若
し
く
は
一
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者

数
が
増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
し
、
又
は 

 

一

世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
介
護
納
付
金
賦
課
被

保
険
者
と
な
り
、
若
し
く
は
介
護
納
付
金
賦
課
被

保
険
者
で
な
く
な
り
、
若
し
く
は
政
令
第
二
十
九

条
の
七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保

険
者
等
（
以
下
「
特
例
対
象
被
保
険
者
等
」
と
い

う
。
）
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
納
付
義
務

者
に
係
る
第
十
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条

の
六
の
三
若
し
く
は
第
十
三
条
の
六
の
六
の
額

第
十
六
条 

保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
納
付
義
務
が

発
生
し
、
又
は 

 
 
 

一
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者

数
が
増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
し
、
若
し
く
は
一

世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
介
護
納
付
金
賦
課
被

保
険
者
と
な
り
、
若
し
く
は
介
護
納
付
金
賦
課
被

保
険
者
で
な
く
な
り
、
若
し
く
は
政
令
第
二
十
九

条
の
七
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
対
象
被
保

険
者
等
（
以
下
「
特
例
対
象
被
保
険
者
等
」
と
い

う
。
）
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
納
付
義
務

者
に
係
る
第
十
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条

の
六
の
三
若
し
く
は
第
十
三
条
の
六
の
六
の
額
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（
被
保
険
者
数
が
増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
し
た

場
合
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
に
該
当
す
る
こ
と

に
よ
り
被
保
険
者
数
が
減
少
し
た
場
合
を
除
く
。
）

又
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
と
な
つ
た
場
合
に
お

け
る
当
該
納
付
義
務
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額

を
除
く
。
）
又
は
第
十
三
条
の
八
の
額
、
第
十
七

条
の
二
第
一
項
各
号
に
定
め
る
額
若
し
く
は
同
条

第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
各
号
若
し
く
は
第
十

三
条
の
八
の
額
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号

（
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項

（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

定
め
る
第
十
三
条
若
し
く
は
第
十
三
条
の
五
の
基

礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
そ

れ
ぞ
れ
十
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条

の
五
第
四
項
第
一
号
（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
六

第
一
項
各
号
（
同
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次

に
定
め
る
額
の
算
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
納
付

義
務
が
発
生
し
、
若
し
く
は
被
保
険
者
数
が
増
加

し
、
若
し
く
は
減
少
し
た
日
（
法
第
六
条
第
一
号

か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

た
こ
と
に
よ
り
被
保
険
者
数
が
減
少
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
減
少
し
た
日
が
月
の
初
日
で
あ

る
と
き
に
限
り
、
そ
の
前
日
と
す
る
。
）
又
は
●

●
一
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
介
護
納
付
金
賦

課
被
保
険
者
と
な
つ
た
日
若
し
く
は
介
護
納
付
金

賦
課
被
保
険
者
で
な
く
な
つ
た
日
若
し
く
は
特
例

対
象
被
保
険
者
等
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か

ら
、
月
割
を
も
つ
て
行
う
。 

（
被
保
険
者
数
が
増
加
し
、
若
し
く
は
減
少
し
た

場
合
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
に
該
当
す
る
こ
と

に
よ
り
被
保
険
者
数
が
減
少
し
た
場
合
を
除
く
。
）

又
は
特
例
対
象
被
保
険
者
等
と
な
つ
た
場
合
に
お

け
る
当
該
納
付
義
務
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額

を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
十
三
条
の
八
の
額
又
は

第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
（
同
条
第
三
項
又
は

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る

額
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
（
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
定
め
る
第
十
三
条
若

し
く
は
第
十
三
条
の
五
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険

者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
そ
れ
ぞ
れ
十
分
の
五
を

乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条
の
五
第
四
項
第
一
号

（
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項
各
号
（
同
条

第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
定
め
る
額
若
し
く
は
同
条
第
五
項
各
号
（
同
条

第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
定
め
る
額
の
算
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
納
付

義
務
が
発
生
し
、
又
は 

 
 
 

被
保
険
者
数
が
増
加

し
、
若
し
く
は
減
少
し
た
日
（
法
第
六
条
第
一
号

か
ら
第
八
号
ま
で
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

た
こ
と
に
よ
り
被
保
険
者
数
が
減
少
し
た
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
減
少
し
た
日
が
月
の
初
日
で
あ

る
と
き
に
限
り
、
そ
の
前
日
と
す
る
。
）
若
し
く

は
一
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
介
護
納
付
金
賦

課
被
保
険
者
と
な
つ
た
日
若
し
く
は
介
護
納
付
金

賦
課
被
保
険
者
で
な
く
な
つ
た
日
若
し
く
は
特
例

対
象
被
保
険
者
等
と
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
か

ら
、
月
割
を
も
つ
て
行
う
。 

２ 

保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
納
付
義
務
が
消
滅
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
納
付
義
務
者
に
係
る
第
十

条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
六
の
三
若
し

２ 

保
険
料
の
賦
課
期
日
後
に
納
付
義
務
が
消
滅
し

た
場
合
に
お
け
る
当
該
納
付
義
務
者
に
係
る
第
十

条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
三
条
の
六
の
三
若
し

1
0



 

く
は
第
十
三
条
の
六
の
六
の
額
又
は
第
十
三
条
の

八
の
額
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
定
め
る

額
若
し
く
は
同
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
各

号
第
十
七
条
の
五
第
一
項
に
定
め
る
第
十
三
条
若

し
く
は
第
十
三
条
の
五
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険

者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
そ
れ
ぞ
れ
十
分
の
五
を

乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条
の
五
第
四
●
●
●
に

定
め
る
額
の
算
定
は
、
そ
の
納
付
義
務
が
消
滅
し

た
日
（
法
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規

定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
納
付
義

務
が
消
滅
し
、
又
は
被
保
険
者
数
が
減
少
し
た
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
消
滅
し
た
日
が
月
の
初
日

で
あ
る
と
き
に
限
り
、
そ
の
前
日
と
す
る
。
）
の

属
す
る
月
の
前
月
ま
で
、
月
割
を
も
つ
て
行
う
。 

く
は
第
十
三
条
の
六
の
六
の
額
若
し
く
は
第
十
三

条
の
八
の
額
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に

定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
に
定
め
る
第

十
三
条
若
し
く
は
第
十
三
条
の
五
の
基
礎
賦
課
額

の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
に
そ
れ
ぞ
れ
十

分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
、
第
十
七
条
の
五
第
四

項
第
一
号
に
定
め
る
額
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項

各
号
に
定
め
る
額
若
し
く
は
同
条
第
五
項
各
号
に

定
め
る
額
の
算
定
は
、
そ
の
納
付
義
務
が
消
滅
し

た
日
（
法
第
六
条
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
の
規

定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
納
付
義

務
が
消
滅
し
た 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
消
滅
し
た
日
が
月
の
初
日

で
あ
る
と
き
に
限
り
、
そ
の
前
日
と
す
る
。
）
の

属
す
る
月
の
前
月
ま
で
、
月
割
を
も
つ
て
行
う
。 

（
低
所
得
者
の
保
険
料
の
減
額
） 

（
低
所
得
者
の
保
険
料
の
減
額
） 

第
十
七
条
の
二 

第
十
七
条
の
二 

一 

世
帯
主
、
当
該
年
度
の
保
険
料
の
賦
課
期
日

（
賦
課
期
日
後
に
保
険
料
の
納
付
義
務
が
発
生

し
た
場
合
に
は
、
そ
の
発
生
し
た
日
と
す
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
現
在
に
お
い

て
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
及
び
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
に
つ
き
算
定
し
た
地
方
税
法

第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所

得
金
額
（
青
色
専
従
者
給
与
額
又
は
事
業
専
従

者
控
除
額
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
百
十
三
条

第
三
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
を
適
用

せ
ず
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十

三
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第

四
項
の
規
定
の
例
に
よ
ら
な
い
も
の
と
し
、
山

林
所
得
金
額
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算

さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
地
方
税
法
附
則
第
三
十

三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に

係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十

五
条
の
二
の
六
第
十
一
項
又
は
第
十
五
項
の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の

金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項

に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金

一 

世
帯
主
、
当
該
年
度
の
保
険
料
の
賦
課
期
日

（
賦
課
期
日
後
に
保
険
料
の
納
付
義
務
が
発
生

し
た
場
合
に
は
、
そ
の
発
生
し
た
日
と
す
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
現
在
に
お
い

て
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
及
び
特
定

同
一
世
帯
所
属
者
に
つ
き
算
定
し
た
地
方
税
法

第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所

得
金
額
（
青
色
専
従
者
給
与
額
又
は
事
業
専
従

者
控
除
額
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
百
十
三
条

第
三
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
を
適
用

せ
ず
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十

三
号
）
第
五
十
七
条
第
一
項
、
第
三
項
又
は
第

四
項
の
規
定
の
例
に
よ
ら
な
い
も
の
と
し
、
山

林
所
得
金
額
及
び
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算

さ
れ
る
所
得
の
金
額
（
地
方
税
法
附
則
第
三
十

三
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に

係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十

五
条
の
二
の
六
第
八
項
又
は
第
十
一
項 

 

の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の

金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項

に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金

1
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額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す

る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十

五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金

額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規

定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金

額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
十
五
項
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後

の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二

第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡

所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二

の
六
第
十
五
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十
三

項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附

則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物

取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第

三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外

国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ

る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
八

条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の

額
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当

等
の
額
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
三
条
の

二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等

の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適

用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
算
定
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他

の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額

の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二

第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
並
び

に
当
該
世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
及

び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
次
号
及
び
第
三
号

に
お
い
て
「
世
帯
主
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

給
与
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法

第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
に

つ
い
て
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
控

除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
同
条
第
一
項
に
規

額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す

る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十

五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金

額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
に
規

定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金

額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
三
第
十
五
項
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後

の
金
額
）
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二

第
五
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡

所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二

の
六
第
十
一
項
又
は
第
三
十
五
条
の
三
第
十
三

項
若
し
く
は
第
十
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
同
法
附

則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
先
物

取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
（
同
法
附
則
第

三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
、
外

国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ

る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
八

条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の

額
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当

等
の
額
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
三
条
の

二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等

の
額
及
び
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適

用
配
当
等
の
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
算
定
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他

の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額

の
合
算
額
が
、
地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二

第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
（
世
帯
主
並
び

に
当
該
世
帯
主
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
及

び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
次
号
及
び
第
三
号

に
お
い
て
「
世
帯
主
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

給
与
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
同
条
第
一

項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法

第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
に

つ
い
て
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
控

除
額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
同
条
第
一
項
に
規
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定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
五
十
五
万
円
を

超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
及
び
公
的
年
金
等
に

係
る
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
地
方
税
法

第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所

得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
三
項

に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い

て
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
控
除

額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
年
齢
六
十
五
歳
未
満

の
者
に
あ
つ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金

額
が
六
十
万
円
を
超
え
る
者
に
限
り
、
年
齢
六

十
五
歳
以
上
の
者
に
あ
つ
て
は
当
該
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
が
百
十
万
円
を
超
え
る
者
に
限

る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る
者
を
除

く
。
）
の
数
の
合
計
数
（
次
号
及
び
第
三
号
に

お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の
数
」
と
い
う
。
）

が
二
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
地
方
税
法
第

三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
金

額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
一
を
減
じ

た
数
に
十
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た

金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納

付
義
務
者 

イ
に
掲
げ
る
額
に
、
当
該
世
帯
に

属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
基
礎

賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象

と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
ロ
に

掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額 

定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
が
五
十
五
万
円
を

超
え
る
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
数
及
び
公
的
年
金
等
に

係
る
所
得
を
有
す
る
者
（
前
年
中
に
地
方
税
法

第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所

得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
第
三
十
五
条
第
三
項

に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
つ
い

て
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
控
除

額
の
控
除
を
受
け
た
者
（
年
齢
六
十
五
歳
未
満

の
者
に
あ
つ
て
は
当
該
公
的
年
金
等
の
収
入
金

額
が
六
十
万
円
を
超
え
る
者
に
限
り
、
年
齢
六

十
五
歳
以
上
の
者
に
あ
つ
て
は
当
該
公
的
年
金

等
の
収
入
金
額
が
百
十
万
円
を
超
え
る
者
に
限

る
。
）
を
い
い
、
給
与
所
得
を
有
す
る
者
を
除

く
。
）
の
数
の
合
計
数
（
次
号
及
び
第
三
号
に

お
い
て
「
給
与
所
得
者
等
の
数
」
と
い
う
。
）

が
二
以
上
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
地
方
税
法
第

三
百
十
四
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
金

額
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
一
を
減
じ

た
数
に
十
万
円
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
加
え
た

金
額
）
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
保
険
料
の
納

付
義
務
者 

イ
に
掲
げ
る
額
に
、
当
該
世
帯
に

属
す
る
被
保
険
者
の
う
ち
当
該
年
度
分
の
基
礎

賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
算
定
の
対
象

と
さ
れ
る
も
の
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
ロ
に

掲
げ
る
額
と
を
合
算
し
た
額 

（
未
就
学
児
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
減
額
） 

（
未
就
学
児
の
被
保
険
者
均
等
割
額
の
減
額
） 

第
十
七
条
の
五 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
世
帯

に
六
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一

日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」

と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
被
保
険

者
に
係
る
当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険

者
均
等
割
額
は
、
第
十
三
条
又
は
第
十
三
条
の
五

の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
額

か
ら
、
当
該
保
険
料
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
十
分
の

五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
端
数
の
切
上
げ
を
行
っ
た
後
の
額
と
す

る
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
（
第
四
項
に

第
十
七
条
の
五 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
そ
の
世
帯

に
六
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一

日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」

と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
被
保
険

者
に
係
る
当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険

者
均
等
割
額
は
、
第
十
三
条
又
は
第
十
三
条
の
五

の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率

か
ら
、
当
該
保
険
料
率
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
十
分
の

五
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
端
数
の
切
上
げ
を
行
っ
た
後
の
額
と
す

る
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
（
第
四
項
に

1
3



 

掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

４ 

４ 

一 

第
十
三
条
又
は
第
十
三
条
の
五
の
基
礎
賦
課

額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
額
か
ら
、
当

該
保
険
料
額
に
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に

規
定
す
る
場
合
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号

イ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
十
三

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
端
数
の
切
上
げ
を
行

っ
た
後
の
額
と
す
る
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額 

一 

第
十
三
条
又
は
第
十
三
条
の
五
の
基
礎
賦
課

額
の
被
保
険
者
均
等
割
の
保
険
料
率
か
ら
、
当

該
保
険
料
率
に
第
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に

規
定
す
る
場
合
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号

イ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
十
三

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
端
数
の
切
上
げ
を
行

っ
た
後
の
額
と
す
る
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額 

 

（
出
産
被
保
険
者
の
保
険
料
の
減
額
） 

第
十
七
条
の
六 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
世
帯
に
出

産
被
保
険
者
（
政
令
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第

八
号
に
規
定
す
る
出
産
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
世
帯
の
納

付
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の

う
ち
基
礎
賦
課
額
は
、
第
十
条
又
は
第
十
三
条
の

二
の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
次
の
各
号
の
合
算
額
を

減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
六

十
五
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
六
十
五
万
円
）

と
す
る
（
第
五
項
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
）
。 

一 

当
該
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の

総
所
得
金
額
等
に
当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額

の
所
得
割
の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十

二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
出
産
被

保
険
者
の
出
産
の
予
定
日
（
省
令
第
三
十
二
条

の
十
の
二
で
定
め
る
場
合
に
は
、
出
産
の
日
。

第
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
出
産
予
定
月
」
と
い
う
。
）
の
前
月
（
多

胎
妊
娠
の
場
合
に
は
、
三
月
前
）
か
ら
出
産
予

定
月
の
翌
々
月
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
産
前
産

後
期
間
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
年
度
に
属

す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

二 

当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均

等
割
の
保
険
料
率
に
十
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期

間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て

得
た
額 
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２ 

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
決
定
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条

第
二
項
の
規
定
中
「
保
険
料
率
」
と
あ
る
の
は
「
額
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
一
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
条
又
は
第
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
六
の
三
又
は
第
十
三
条
の
六
の
六
」
と
、

「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
二
万
円
」

と
、
第
二
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
六
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金

賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
出
産
被
保
険
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
」
と
あ
る
の
は
「
出
産
被
保
険
者
（
介

護
納
付
金
賦
課
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
）

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
と
、

「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
納
付
金
賦

課
額
」
と
、
「
第
十
条
又
は
第
十
三
条
の
二
」
と

あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
八
」
と
、
「
六
十
五
万

円
」
と
あ
る
の
は
「
十
七
万
円
」
と
、
第
二
項
中

「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
十
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

当
該
年
度
に
お
い
て
、
第
十
七
条
の
二
に
規
定

す
る
基
準
に
従
い
保
険
料
を
減
額
す
る
も
の
と
し

た
納
付
義
務
者
の
世
帯
に
出
産
被
保
険
者
が
あ
る

場
合
に
お
け
る
当
該
世
帯
の
納
付
義
務
者
に
対
し

て
課
す
る
保
険
料
の
賦
課
額
の
う
ち
基
礎
賦
課
額

は
、
当
該
減
額
後
の
第
十
条
又
は
第
十
三
条
の
二

の
基
礎
賦
課
額
か
ら
、
次
の
各
号
の
合
算
額
を
減

額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
六
十

五
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
六
十
五
万
円
）
と

す
る
。 

一 

当
該
出
産
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の

総
所
得
金
額
等
に
当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
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の
所
得
割
の
保
険
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
十

二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
出
産
被

保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に

属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

二 

当
該
年
度
分
の
基
礎
賦
課
額
の
被
保
険
者
均

等
割
の
保
険
料
率
か
ら
、
当
該
保
険
料
率
に
第

十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に

応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
項
各
号
イ
に
掲
げ
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
十
二

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
出
産
被
保

険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属

す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

６ 

第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
決
定
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
三
条

第
二
項
の
規
定
中
「
保
険
料
率
」
と
あ
る
の
は
「
額
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

前
二
項
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦

課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
五
項
中
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
賦
課
額
」
と
、
「
第

十
条
又
は
第
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

三
条
の
六
の
三
又
は
第
十
三
条
の
六
の
六
」
と
、

「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
十
二
万
円
」

と
、
第
六
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
六
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

８ 

第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
介
護
納
付
金

賦
課
額
の
減
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
第
五
項
中
「
出
産
被
保
険
者
」
と
あ

る
の
は
「
出
産
被
保
険
者
（
介
護
納
付
金
賦
課
被

保
険
者
で
あ
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
」
と
、
「
基
礎
賦
課
額
」
と
あ
る
の

は
「
介
護
納
付
金
賦
課
額
」
と
、
「
第
十
条
又
は

第
十
三
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
の
八
」

と
、
「
六
十
五
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
七
万
円
」

と
、
第
六
項
中
「
第
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
三
条
の
十
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
出
産
被
保
険
者
に
関
す
る
届
出
） 
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第
十
七
条
の
七 

出
産
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の

世
帯
主
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書

を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

世
帯
主
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
個

人
番
号 

二 

出
産
被
保
険
者
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日

及
び
個
人
番
号 

三 

出
産
の
予
定
日 

四 

単
胎
妊
娠
又
は
多
胎
妊
娠
の
別 

２ 

前
項
の
届
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

出
産
の
予
定
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類 

二 

多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

三 
出
産
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う

場
合
に
あ
つ
て
は
、
出
産
し
た
被
保
険
者
と
当

該
出
産
に
係
る
子
と
の
身
分
関
係
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
出
産
被
保
険

者
の
出
産
の
予
定
日
の
六
月
前
か
ら
行
う
こ
と
が

で
き
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
長
が
、
出

産
被
保
険
者
に
つ
い
て
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事

項
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
お
い
て
明

ら
か
に
す
べ
き
事
項
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
省
略
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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議
案
第
百
号 

 
宇
部
市
婦
人
相
談
員
設
置
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
婦
人
相
談
員
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。 

令
和
五
年
十
二
月
六
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 

  

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

宇
部
市
女
性
相
談
支
援
員
設
置
条
例 

第
一
条
第
一
項
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
」

を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第

十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
宇
部
市
の
婦
人
相
談
員
一
人
」
を
「
女
性
相
談
支
援
員
（
以
下
「
相
談

支
援
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
婦
人
相
談
員
」
を
「
相
談
支
援
員
」
に
改

め
る
。 

第
二
条
中
「
婦
人
相
談
員
」
を
「
相
談
支
援
員
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
売
春
防
止
法
第

三
十
五
条
第
三
項
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一

項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
四
条
」
の
下
に
「
（
同
法
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
三
条
中
「
婦
人
相
談
員
」
を
「
相
談
支
援
員
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
制
定
及
び
売
春
防
止
法
の
一
部
改
正

等
に
伴
い
、
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

宇
部
市
婦
人
相
談
員
設
置
条
例 

宇
部
市
女
性
相
談
支
援
員
設
置
条
例 

（
設
置
） 

（
設
置
） 

第
一
条 

売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百

十
八
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
規
定
に
基
づ
き
、
宇
部
市
の
婦

人
相
談
員
一
人 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
置

く
。 

第
一
条 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に

関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第

十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
女
性
相
談
支

援
員
（
以
下
「
相
談
支
援
員
」
と
い
う
。
）
を
置

く
。 

２ 

婦
人
相
談
員
は
、
市
長
が
委
嘱
す
る
。 

２ 

相
談
支
援
員
は
、
市
長
が
委
嘱
す
る
。 

（
業
務
） 
（
業
務
） 

第
二
条 

婦
人
相
談
員
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行

う
も
の
と
す
る
。 

第
二
条 

相
談
支
援
員
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行

う
も
の
と
す
る
。 

一 

売
春
防
止
法
第
三
十
五
条
第
三
項 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
規
定
す
る
業
務 

一 

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関

す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務 

二 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

三
十
一
号
）
第
四
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
規
定

す
る
業
務 

二 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の

保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

三
十
一
号
）
第
四
条
（
同
法
第
二
十
八
条
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定

す
る
業
務 

（
身
分
） 

（
身
分
） 

第
三
条 

婦
人
相
談
員
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条

の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用

職
員
と
す
る
。 

第
三
条 

相
談
支
援
員
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条

の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用

職
員
と
す
る
。 
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議
案
第
百
一
号 

 

宇
部
市
印
鑑
の
登
録
及
び
証
明
に
関
す
る
条
例
中
一
部
改
正
の
件 

 

宇
部
市
印
鑑
の
登
録
及
び
証
明
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

令
和
五
年
十
二
月
六
日
提
出 

 

宇
部
市
長 

 

篠 

﨑 

圭 

二 
 

 
 

 

  

第
十
五
条
第
一
項
中
「
民
間
事
業
者
が
設
置
す
る
証
明
書
等
を
発
行
す
る
機
能
を
有
す
る
機
器

で
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ

ー
ド
で
あ
つ
て
、
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
。
次
条
第
六
項
に
お
い
て
「
公
的
個
人
認
証
法
」
と

い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
で
失
効
し
て
い
な
い
も

の
が
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
動
的
」
を

「
民
間
事
業
者
等
が
設
置
す
る
端
末
機
で
あ
つ
て
、
必
要
な
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
り
自
動
的
」

に
改
め
る
。 

第
十
六
条
第
三
項
中
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
」
を
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用

電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
。
以
下
「
公
的
個
人
認
証
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
記
録
さ
れ
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個

人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
」
に
、
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
個
人
番
号
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、

特
定
個
人
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
省
令
」
を
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
個
人
番
号
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
個
人

情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
命
令
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
」
を
「
個

人
番
号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
」
に
、

「
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
を
「
次
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
「
暗
証
番
号
そ
の
他
必
要
な
事

項
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 
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一 

当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド 

二 

移
動
端
末
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
十
二
条
の

二
第
四
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
で
あ
つ
て
、
公
的
個
人
認
証
法
第
三
十
五

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ

た
電
磁
的
記
録
媒
体
が
組
み
込
ま
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

第
十
六
条
第
六
項
中
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
」
を
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
署
名
用
電
子
証

明
書
（
公
的
個
人
認
証
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
署
名
用
電
子
証
明
書

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
」
に
、
「
公
的
個
人
認
証
法
」

を
「
同
法
」
に
、
「
署
名
用
電
子
証
明
書
（
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明

書
を
い
う
。
）
」
を
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
署
名
用
電
子
証
明
書
」
に
改
め
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
第
五
項
の
改
正
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
市
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
説
明
」 

 

電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
利
用
し
た
多
機
能

端
末
機
に
よ
る
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
可
能
と
す
る
た
め
の
規
定
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
が
、
こ
の
条
例
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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（
参
考
） 

新 
 

 

旧 
 

 

対 
 

 

照 
 

 

表 

旧 

新 

（
印
鑑
登
録
証
明
書
） 

（
印
鑑
登
録
証
明
書
） 

第
十
五
条 

市
長
は
、
印
鑑
の
登
録
の
証
明
書
（
以

下
「
印
鑑
登
録
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
第
六
条

第
一
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八

号
に
規
定
す
る
事
項
を
電
子
計
算
機
若
し
く
は
多

機
能
端
末
機
（
市
の
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回

線
に
よ
り
接
続
さ
れ
た
民
間
事
業
者
が
設
置
す
る

証
明
書
等
を
発
行
す
る
機
能
を
有
す
る
機
器
で
、

個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第

二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
で
あ

つ
て
、
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報

シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
。
次
条
第
六
項
に

お
い
て
「
公
的
個
人
認
証
法
」
と
い
う
。
）
第
二

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子

証
明
書
で
失
効
し
て
い
な
い
も
の
が
記
録
さ
れ
て

い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ
り
、
自
動
的
に
証
明
書
等
を
発
行
す
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
出
力
し
、
又

は
複
写
機
に
よ
り
写
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る

。 

第
十
五
条 

市
長
は
、
印
鑑
の
登
録
の
証
明
書
（
以

下
「
印
鑑
登
録
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
第
六
条

第
一
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八

号
に
規
定
す
る
事
項
を
電
子
計
算
機
若
し
く
は
多

機
能
端
末
機
（
市
の
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回

線
に
よ
り
接
続
さ
れ
た
民
間
事
業
者
等
が
設
置
す

る
端
末
機
で
あ
つ
て
、
必
要
な
操
作
を
行
う
こ
と

に
よ
り
自
動
的 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
証
明
書
等
を
発
行
す
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
出
力
し
、
又

は
複
写
機
に
よ
り
写
し
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る

。 

（
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
） 

（
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
） 

第
十
六
条 

第
十
六
条 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
番
号
カ

ー
ド
の
交
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
番
号
カ

ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名

等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の

認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
五
十
三
号
。
以
下
「
公
的
個
人
認
証
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番

号
カ
ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
た
個
人
番
号
カ
ー

ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

4
1



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
受
け
て
い
る
被
登
録
者
は
、
印
鑑

登
録
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は

、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し
て
市
長
に
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
被
登
録
者
は
、
市
長
が
指
定
す
る
電
子
計
算

機
に
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
規

定
す
る
個
人
番
号
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
個

人
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六

年
総
務
省
令
第
八
十
五
号
）
第
三
十
三
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
暗
証
番
号
の
入
力
を
自
ら
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に

規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
被
登
録
者
は
、
印
鑑

登
録
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は

、
当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し
て
市
長
に
申

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
被
登
録
者
は
、
市
長
が
指
定
す
る
電
子
計
算

機
に
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
規

定
す
る
個
人
番
号
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
特
定
個

人
情
報
の
提
供
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二
十
六

年
総
務
省
令
第
八
十
五
号
）
第
三
十
三
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
暗
証
番
号
の
入
力
を
自
ら
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
番
号
カ

ー
ド
の
交
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
受
け
て
い
る
被
登

録
者
は
、
多
機
能
端
末
機
に
当
該
個
人
番
号
カ
ー

ド
を
使
用
し
て
暗
証
番
号
そ
の
他
必
要
な
事
項
を

入
力
す
る
こ
と
に
よ
り
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付

を
申
請
し
、
そ
の
内
容
が
適
正
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。 

５ 

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
番
号
カ

ー
ド
用
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ

た
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い
る
被
登

録
者
は
、
多
機
能
端
末
機
に
次
に
掲
げ
る
も
の 

 
 

 
 

を
使
用
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付

を
申
請
し
、
そ
の
内
容
が
適
正
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

一 

当
該
個
人
番
号
カ
ー
ド 

 

二 

移
動
端
末
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和

五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
十
二
条
の
二

第
四
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備

で
あ
つ
て
、
公
的
個
人
認
証
法
第
三
十
五
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
移
動
端
末
設
備
用
利
用

者
証
明
用
電
子
証
明
書
が
記
録
さ
れ
た
電
磁
的

記
録
媒
体
が
組
み
込
ま
れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

６ 

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
番
号
カ

ー
ド
の
交
付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
受
け
て

い
る
被
登
録
者
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
市
の

６ 

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
個
人
番
号
カ

ー
ド
用
署
名
用
電
子
証
明
書
（
公
的
個
人
認
証
法

第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
用

署
名
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

記
録
さ
れ
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て

い
る
被
登
録
者
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
（
市
の

4
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電
子
計
算
機
と
当
該
被
登
録
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子

情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
及
び
当
該
個
人
番
号

カ
ー
ド
を
使
用
し
て
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
当
該
被
登
録
者
は
、
電
子
計
算
機
に
入
力
し
た

事
項
に
係
る
情
報
に
電
子
署
名
（
公
的
個
人
認
証

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う

。
）
を
行
い
、
署
名
用
電
子
証
明
書
（
同
法
第
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
署
名
用
電
子
証
明
書
を
い

う
。
）
と
併
せ
て
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

電
子
計
算
機
と
当
該
被
登
録
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子

情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
及
び
当
該
個
人
番
号

カ
ー
ド
を
使
用
し
て
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交
付
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
当
該
被
登
録
者
は
、
電
子
計
算
機
に
入
力
し
た

事
項
に
係
る
情
報
に
電
子
署
名
（
同
法 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う

。
）
を
行
い
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
用
署
名
用
電
子

証
明
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

と
併
せ
て
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
申
請
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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令和５年１２月市議会 文教民生委員会資料（市民課） 

 

議案第１０１号 

 

宇部市印鑑の登録及び証明に関する条例中一部改正の件 

 

１ 要  旨 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（公的個

人認証法）の一部改正に伴い、スマートフォンを利用した多機能端末機（コンビニに

設置されたマルチコピー機等）による印鑑登録証明書の交付を可能とするため、所要

の整備を行うもの。 

 

２ 概  要 

 (1) 背  景 

・公的個人認証法の一部改正によるスマートフォン用電子証明書の創設により、マ

イナンバーカードの電子証明書の機能をスマートフォンに搭載することが可能

となった。（令和５年５月１１日施行） 

 ※現在はアンドロイド端末のみ対応。 

・証明書コンビニ交付サービスにおいて、スマートフォン（移動端末設備）を使用

した交付申請が可能となる。（令和５年１２月下旬頃の予定） 

 (2) 改正内容 

 ・スマートフォンに搭載する電子証明書として、移動端末設備用電子証明書が創設

されたことに伴う所要の整備（第１５条第１項、第１６条第３項及び同条第６項） 

・コンビニ交付について、スマートフォンを使用した印鑑登録証明書の申請を可能

とする規定の整備（第１６条第５項） 

 

３  施行期日 

公布の日から施行する。ただし、第１６条第５項の改正規定は、公布の日から起算

して６月を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。 

※宇部市でのサービス開始日が未定のため。 


